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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
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社会保険労務士

　　　　　　　　　　　　　　小森谷 一恵

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律－

略して高年齢者雇用安定法という名称の法律

があります。この法律は、定年の引上げ、継続

雇用制度の導入等により高年齢者の安定した

就業の確保の促進、高年齢者等の再就職の促

進、定年退職者その他高年齢退職者に対する

就業の機会の確保等の措置について定めてい

る法律です。

　平成１７年に策定された「高年齢者等職業安

定対策基本方針（対象期間は平成１７年度から

平成２４年度までの８年間）では、平成２５年末

までに、すべての企業で高年齢者が、その意欲

と能力に応じて６５歳まで働くことのできる環境

の整備を図ることを目標として掲げているほか、

事業主が講じるべき措置として、募集採用時の

年齢制限の是正、高年齢者雇用確保措置の実

施、高年齢者等の再就職の援助などを示してい

ます。今回は、この高年齢者雇用安定法につい

てお話してまいりましょう。

１．「高年齢者」「高年齢者等」とは？

高年齢者とは５５歳以上の者をいいます。高年

齢者等とは、高年齢者および次にあげる者で高

年齢者に該当しないものをいいます。

①中高年齢者（４５歳以上）の求職者

②中高年齢失業者等（４５歳以上６５歳未満の

失業者その他特に就職が困難な身体障害者等

で６５歳未満の失業者）

２．高年齢者の安定した雇用の確保の促進

　高年齢者の安定した雇用の確保を促進するた

め次の事項が規定されています。

　①労働者の定年を定める場合は、６０歳未満

の定年年齢設定は禁止されています。

　②６５歳未満の定年年齢を設定している事業

主は、その雇用する高年齢者の６５歳までの安

定した雇用を確保するため次の措置（高年齢者

雇用確保措置）のいずれかを講じることが義務

付けられています。

　　1）６５歳未満の定年年齢の引上げ

　　2）継続雇用制度の導入

　　3）定年の定めの廃止

　ただし、企業において直ちに６５歳までの雇用

確保措置が難しいことから、この「６５歳」につい

ては特例により平成２５年３月３１日までは、次

のとおりとなっています。

３．継続雇用制度とは？

　継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢

者が希望するときは、その定年後も引き続いて

雇用する制度をいいます。継続雇用制度は次

の２制度があります。

　①勤務延長制度

　定年年齢が設定されたまま、その定年に達し

た者を退職させることなく引き続き雇用する制度

　②再雇用制度

　定年年齢に達した者を退職金等も支払い、一

旦退職させた後、再び雇用する制度

　継続雇用制度は、原則として希望者全員が対

象となりますが、労使協定により「継続雇用制度

の対象となる高年齢者に係る基準」を定めたと

きは、その基準に該当した者のみ継続雇用制度

の対象とすることができます。ただし、この「基

準」は具体的かつ客観的であることが求めら

れ、次のような基準は適切でないと考えられま

す。
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　　1）会社が必要と認めた者
　　2）上司の推薦がある者
　　3）男性（女性）に限る
　　4）組合活動に従事していない者
　では、適切な基準とはどのようなものが考えられ
るのでしょうか。通達では、次の例が示されていま
す。
　　1）社内検定レベルＡレベルの者
　　2）営業経験が豊富な者（全国の営業所を３ヵ
　　　  所以上経験）
       3）過去３年間の勤務評定が平均以上の者（勤          
             務評定が公開されている企業のみ）

４．募集および採用についての理由の掲示

　募集採用時の年齢制限の是正のため、高年齢者
雇用安定法では、事業主が労働者を募集および採
用する場合に、やむを得ない理由により６５歳以下
の年齢であることを条件とするときは、求職者に対
してその理由を示すことが必要とされています。
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◆平成19年度新技術機械化体系導入研修「環

境保全型農業推進のための水稲精密農業技術

導入コース」のご案内

　農林水産省研修所農業技術研修館では、標記研
修を以下のとおり開催します。詳しい資料をご希望
の方、参加をご希望される方は、当協会高須まで
ご連絡ください。
○日程：7月12日（木）13時～13日（金）12時迄
○場所：農水省農林水産研修所農業技術研修館　
　　　（茨城県水戸市鯉渕町）
○費用：約2,500円程度（食事・宿泊代）
○研修対象者：地域営農リーダー（農家、農業生
　　　　産法人）農協・市町村・都道府県職員等
○内容：水稲精密農業技術に主眼を置いた環境保
　　　　全型農業についての研修となっており、研
　　　　修初日には、最新の環境保全型農業の動
　　　　きについて、農水省環境保全型農業対策
　　　　室が、また、精密農業技術の水稲栽培へ
　　　　の導入効果について、宮城県古川農試の
　　　　現役の研究者が講義を行います。研修２
　　　　日目は、水稲の精密農業機械開発を行っ
　　　　ている生物系特定産業技術研究支援セン
　　　　ター（農業機械の開発等を行っている農

　　　　水省所管独立行政法人）の現役研究者に
　　　　よる講義、実演（研修用水田で生育情報
　　　　（葉色の変化等）に基づく精密可変施肥
　　　　  (最少量の追肥）の実施）等が行われる            
                予定となっています。
○申込締切日：6月22日（金）

◆「ＪＡＰＡＮフェアｉｎ広州」のご案内

　本年９月１５日（土）～１８日（火）に広州（中
国）で開催される「第４回中国国際中小企業博覧
会」において「JAPANフェアin広州」が開催されま
す。
　本フェアは日中両国政府を挙げて行われるイベン
トであり、また、場合によっては出展に係る補助を
受けることも可能とのことです。広州をはじめとする
中国市場への農林水産物等の販路の創出・拡大に
活用できるいい機会かと思われます。
　本フェアへの出展についてご関心又はご不明な点
等がございましたら、詳細の資料をお送りしますの
で、当協会高須までお問合せください。

◆農業経営支援と中小企業支援との連携につ

いて

　すでにマスコミ等で報じられておりますが、農林
水産省と経済産業省中小企業庁が経営多角化に取
り組む農業法人に対する経営支援をするにあたり、
当協会と中小企業基盤整備機構が連携し、経営の
多角化を図ろうとする農業法人が適切な経営支援を
受けられる環境が整いました。販売やマーケティン
グ、研究開発などで「どこに相談したらいいの
か？」といった案件がございましたら、当協会事務
局（担当：新井）までご一報下さい。
　また、インターネットTV「e-BC.tv」から、この事
業についての取材を受けました。6月2日より配信さ
れますので、ご興味がある方はご覧下さい。
　「e-BC.tv」は、インターネットTVですので、以
下のサイトにアクセスしてご覧下さい（無料放送で
す）　http://www.e-bc.tv
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